
奈
良
県
告
示
第
百
六
十
三
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
三
第

七
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
六
項
第
一
号
に
規
定
す
る
心
理
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を

必
要
と
す
る
指
導
を
つ
か
さ
ど
る
所
員
の
数
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
二
年
八
月
四
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

法
第
十
二
条
の
三
第
六
項
第
一
号
に
規
定
す
る
心
理
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
つ
か
さ

ど
る
所
員
の
数
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
奈
良
県
告
示
第
二
百
五
十
七
号
（
児
童
福
祉
司
及
び
指
導
教

育
担
当
児
童
福
祉
司
の
数
の
定
め
）
の
一
に
定
め
る
奈
良
県
中
央
こ
ど
も
家
庭
相
談
セ
ン
タ
ー
及
び
奈

良
県
高
田
こ
ど
も
家
庭
相
談
セ
ン
タ
ー
の
児
童
福
祉
司
の
数
を
合
計
し
た
数
を
三
で
除
し
て
得
た
数
（

そ
の
数
に
一
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
に
切
り
上
げ
る
。
）
と
す
る
。
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